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損益の状況（単体）

自己資本比率の状況

平成19年9月期業績ハイライト

自己資本比率は、平成19年3月期より「銀行法第14条の2の規定に基

づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が

適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第

19号）」に基づき算出しております。なお、平成18年9月期は旧基準

により算出しております。

平成19年9月末の自己資本比率は、単体で9.27％、連結で
9.30％となりました。また、中核的自己資本であるTierⅠ比
率は、単体で6.05％、連結で5.90％となりました。今後も資
本の充実を図り、自己資本比率の向上に努めてまいります。

用語説明
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●自己資本比率 

■自己資本比率
銀行の健全性を示す指標のひとつです。

自己資本比率 ＝
自己資本（資本金など）

リスク度合を考慮した資産

※国内基準で4％以上を維持することが求められています。

■ TierⅠ比率
自己資本のうち資本金・資本剰余金・利益剰余金などの基本的項目をも
とに算出される自己資本比率です。

資金の効率的運用および経費削減に努めましたが、金利
上昇に伴う預金利息の増加が、貸出金利息の増加を上回っ
たこと等により、平成19年9月期のコア業務純益は247億円
となりました。また、株式売却益の減少を主因に経常利益
は184億円、中間純利益は102億円となりました。

■コア業務純益
預貸金業務などによる“資金利益”や投資信託等の販売手数料などの
“役務取引等利益”などを含む“業務粗利益”から“経費”を差し引い
たもので、銀行本来業務の収益力を表す指標として一般的に用いられて
おります。

コア業務純益 ＝ 業務粗利益（除く国債等債券損益）－ 経費
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平成19年9月末の金融再生法に基づく開示債権の残高は、
平成18年9月末比460億円減少し2,009億円となり、開示債権
比率も1.05％低下し4.29％となりました。

※分割子会社合算ベース＝銀行単体＋西銀ターンアラウンド・パートナーズ㈱

＋シティ・ターンアラウンド・サポート㈱

開示債権は、担保・保証等および引当金により8割以上が
カバーされており充分な保全状況であります。

●不良債権比率

●不良債権の保全状況（平成19年9月末現在）
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破産更生債権及びこれらに準ずる債権 
金融再生法開示債権比率 
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債権額
A

保全額
B

担保・
保証等 引当金

保全率
B÷A

破産更生
債権及び
これらに準
ずる債権

危険債権

要 管 理
債　　権

合　　計

371 371 310 60 100.00%

960 866 684 181 90.16%

677 431 294 137 63.69%

2,009 1,669 1,288 380 83.05%

（単位：億円）

用語説明

金融再生法による開示債権の定義

■破産更生債権及びこれらに準ずる債権

破産・会社更生・再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者

に対する債権及びこれらに準ずる債権

■危険債権

債務者が、経営破綻の状態には至っていないものの、財政状態・経営成

績が悪化し、契約通りの返済を受けることができなくなる可能性の高い

債権

■要管理債権

3か月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権


